
地方 自治法の一部を改正する法律の施行に伴 う関係条例の整理に関する条例ほか 19件
の条例をここに公布する。       i

令不日6年 3月 25日

長浜市条例第 1号

長浜市条例第 2号

長浜市条例第 3号

長浜市条例第 4号

長浜市条例第 5号

長浜市条例第 6号

長浜市条例第 7号

長浜市条例第 8号

長浜市条例第 9号

長浜市条例第10号

長浜市条例第■号

長浜市条例第12号

長浜市条例第13号

長浜市条例第14号

長浜市条例第15号

長浜市条例第16号

長浜市条例第17号

長浜市条例第18号

長浜市条例第19号

長浜市長

地方自治法のす部を改正する法律の施行に伴 う関係条例の整理に関

する条例

漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例

長浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例

長浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

長浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例

長浜市税条例の一部を改
=す

る条例

長浜市手数料条例の一部を改正する条例

長浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例

長浜市児童発達支援センター及び長浜市こども療育センター条例の

一部を改正する条例

長浜市介護保険条例の一部を改正する条例

長浜市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例

長浜市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例

長浜市非常勤消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例

長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

長浜市附属機関設置条例の一部を改正する条例

長浜市番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正

する条例

長浜市市民まちづくリセンター条例の一部を改正する条例

長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例



長浜市条例第20号  長浜市福祉医療費助成条例及び長浜市精神障害者医療費助成条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例



地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（長浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 長浜市職員の育児休業等に関する条例（平成18年長浜市条例第31号）の一部を次

のように改正する。 

第７条第２項中「（会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

（長浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 長浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年長浜市条例

第37号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例 

 

（長浜市漁港等管理条例の一部改正） 

第１条 長浜市漁港等管理条例（平成18年長浜市条例第149号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

（長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正） 

第２条 長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成25年長浜市条例第41

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１９号中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



長浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例 

 

長浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成26年長浜市条例第31号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）

第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（条例で定める基準） 

第２条 法第３４条第２項及び第４６条第２項に規定する基準は、特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成

26年内閣府令第39号）に定めるとおりとする。 

 （委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



長浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

長浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年長浜市条

例第32号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第３４

条の１６第１項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準（平成26年厚生労働省令第61号。次条において「省令」という。）において使用する

用語の例による。 

（条例で定める基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項に規定する基準は、次条から第９条までに規定するほか、

省令に定めるとおりとする。 

（家庭的保育事業における設備） 

第４条 家庭的保育事業の設備の基準は、次に掲げるものとする。 

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋（家庭的保育者又はその親族が全部又は一部を所有

し、又は賃借するものに限る。以下同じ。）が１階に設けられていること。 

(2) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設ける建物が建築基準法（昭和25年法律第201号）

又は消防法（昭和23年法律第186号）の規定に違反していないこと。 

(3) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設ける建物が昭和５６年６月１日以後に建築確認

済証を受けているもの又は昭和５６年５月３１日以前に建築確認済証を受けているも

のの場合は、耐震調査を実施し問題のないもの若しくは耐震補強済のものであること。 

 （家庭的保育事業における職員） 

第５条 家庭的保育事業の職員の基準において、家庭的保育者は、市長又は市長が指定す

る滋賀県知事その他の機関が行う研修を修了した保育士であって、次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

(2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第３号のいずれにも該当しない者 

 （小規模保育事業Ａ型における職員） 

第６条 小規模保育事業Ａ型の職員の基準において、保育士の数の算定に当たっては、当

該小規模保育事業所Ａ型に勤務する保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなす

ことができる。 

（小規模保育事業Ｂ型における職員） 

第７条 小規模保育事業Ｂ型の職員の基準において、保育士の数は、保育従事者の数の４

分の３以上とする。 

２ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務す

る保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 



 （保育所型事業所内保育事業における職員） 

第８条 保育所型事業所内保育事業の職員の基準において、保育士の数の算定に当たって

は、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。 

（小規模型事業所内保育事業における職員） 

第９条 小規模型事業所内保育事業の職員の基準において、保育士の数は、保育従事者の

数の４分の３以上とする。 

２ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に

勤務する保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

 （委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



長浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

 

長浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年長浜市

条例第39号）の一部を次のように改正する。 

別表の３執行機関の委員及び附属機関の委員以外の特別職の職員の表学校医、園医、学

校薬剤師、園薬剤師の項の次に次のように加える。 

審理員（行政不服審査法（平

成26年法律第68号）第９条に

規定する審理員をいう。以下

同じ。） 

日額 ２０，０００円 

別表の３執行機関の委員及び附属機関の委員以外の特別職の職員の表備考に次のように

加える。 

３ 審理員にあっては、行政不服審査法第４２条に規定する審理員意見書の作成１件

当たり６０，０００円を報酬額に加算して支給する。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



長浜市税条例の一部を改正する条例 

 

長浜市税条例（平成18年長浜市条例第71号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規定する特例

損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）がある場合には、特例損失

金額（同条第４項に規定する災害関連支出がある場合には、第３項に規定する申告書の

提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金

額」という。）について、令和５年において生じた法第３１４条の２第１項第１号に規

定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、

第３４条の２の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和７

年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人

の市民税に関するこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年にお

いて生じなかったものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第３４条の２の規定により控除された金額に係る損失対象

金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第４８条の６第１項に規

定する親族の有する法附則第４条の４第４項に規定する資産について受けた損失の金額

（以下この項において「親族資産損失額」という。）があるときは、当該親族資産損失

額は、当該親族の令和７年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属

する年度の翌年度分の個人の市民税に関するこの条例の規定の適用については、当該親

族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第３６条の２第１項又は第４項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に第１項の規定

の適用を受けようとする旨の記載がある場合（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



長浜市手数料条例の一部を改正する条例 

 

長浜市手数料条例（平成18年長浜市条例第73号）の一部を次のように改正する。 

別表の２の表１７の３の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、同表２１の項中「建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則」に改める。 

別表の３の表中５５の項を５７の項とし、５４の項の次に次のように加える。 

５５ 

建築基準法施行令第１３７条

の１２第６項の規定に基づく

大規模の修繕又は大規模の模

様替に係る認定の申請に対す

る審査 

接道義務の既存不適格

認定申請手数料 

２７，０００円 

５６ 

建築基準法施行令第１３７条

の１２第７項の規定に基づく

大規模の修繕又は大規模の模

様替に係る認定の申請に対す

る審査 

道路内建築制限の既存

不適格認定申請手数料 

２７，０００円 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



長浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

長浜市国民健康保険条例（平成18年長浜市条例第98号）の一部を次のように改正する。 

第１３条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者（法附則第

７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険

者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１号ア中「（一般被保険者に係るものに

限る。）」を削り、同号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、「県が行う国民

健康保険の一般被保険者に係るものに限り、」を削り、同号カ中「退職被保険者等に係る

療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに

県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用の額」を削り、同条第２号イ中「附則第２２条」を

「附則第７条」に改め、同号ウ中「（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」と

いう。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読

み替えられた法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）

に係るものを除く。）」を削り、同号エ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えら

れた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に

要する費用に係るものに限る。）」を削る。 

第１４条（見出しを含む。）中「一般被保険者に係る」を削り、「属する一般被保険者」

を「属する被保険者」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する

場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」

を削る。 

第１５条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被保険者」を

「被保険者」に改める。 

第１７条の見出し、同条第１項各号列記以外の部分並びに同項第１号及び第２号中「一

般被保険者に係る」を削り、同号中「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第

３号ア中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に改める。 

第１８条から第２１条の２までを次のように改める。 

第１８条から第２１条の２まで 削除 

第２２条を次のように改める。 

（基礎賦課限度額） 

第２２条 第１４条の基礎賦課額は、６５万円を超えることができない。 

第２２条の２の見出し及び各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条

第１号中「であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条第

２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号イ中「法附則第９条第１項の規

定により読み替えられた」を削る。 

第２２条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「属する一般被保険者」

を「属する被保険者」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属す

る場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」



を削る。 

第２２条の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者」を「

被保険者」に改める。 

第２２条の５の見出し及び第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、

同項第１号及び第２号中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同項第３号ア中「一般

被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に改める。 

第２２条の６から第２２条の９までを次のように改める。 

第２２条の６から第２２条の９まで 削除 

第２２条の１０を次のように改める。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第２２条の１０ 第２２条の３の後期高齢者支援金等賦課額は、２４万円を超えることが

できない。 

第２３条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号イ中「法附則第９

条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 

第３１条第１項中「若しくは特例対象被保険者等でなくなった」を削り、「第１８条、

第２２条の２若しくは第２２条の６」を「第２２条の３」に改め、「場合を除く。）」の

次に「又は特例対象被保険者等となった場合」を加え、「若しくは第２１条」を削り、「

第３２条の３第４項第１号」を「第３２条の３第４項」に改め、「若しくは特例対象被保

険者等ではなくなった」を削り、同条第２項中「、第１８条」、「、第２２条の６」及び

「若しくは第２１条」を削り、「第３２条の３第４項第１号」を「第３２条の３第４項」

に改める。 

第３２条中「又は第１８条」を削り、同条第１項第２号中「２９万円」を「２９万５千

円」に改め、同項第３号中「５３万５千円」を「５４万５千円」に改め、同条第３項中「

又は第２２条の６」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改める。 

第３２条の３中「又は第２１条」及び「又は第２２条の８」を削る。 

第３２条の４中「又は第１８条」及び「又は第２２条の６」を削り、「２２万円」を「

２４万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第６章の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について

適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



長浜市児童発達支援センター及び長浜市こども療育センター条例の一部を改正する

条例 

 

長浜市児童発達支援センター及び長浜市こども療育センター条例（平成18年長浜市条例

第121号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表長浜市こども療育センターわかば園（通称「長浜市わかば園」）の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 



   長浜市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

長浜市介護保険条例（平成18年長浜市条例第123号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改め、同項第１号中「第３９条第１項第１号」を「第３８条第１項第１号」に、

「３７,０５０円」を「３３,５００円」に改め、同項第２号から第１３号までを次のよう

に改める。 

(2) 政令第３８条第１項第２号に掲げる者 ５０，０６０円 

(3) 政令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５４，３９０円 

(4) 政令第３８条第１項第４号に掲げる者 ７０，９５０円 

(5) 政令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７８，８４０円 

(6) 政令第３８条第１項第６号に掲げる者 ９０，６６０円 

(7) 政令第３８条第１項第７号に掲げる者 ９４，６００円 

(8) 政令第３８条第１項第８号に掲げる者 １０２，４９０円 

(9) 政令第３８条第１項第９号に掲げる者 １１８，２６０円 

(10) 政令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １３４，０２０円 

(11) 政令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １４９，７９０円 

(12) 政令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １６５，５６０円 

(13) 政令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １８１，３３０円 

第６条第２項中「前項第１号から第３号までに掲げる」を「第１項第１号から第３号ま

でに掲げる」に、「前項の」を「同項の」に、「前項第１号から第３号までに規定する」

を「同項第１号から第３号までに規定する」に、「第３９条」を「第３８条」に、「かか

る」を「係る」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１項の次に次の７項を加える。 

２ 令和６年度から令和８年度までの政令第３８条第１項第６号の基準所得金額は、同条

第６項の規定に基づく介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「規則」と

いう。）第１４３条の規定にかかわらず８０万円とする。 

３ 令和６年度から令和８年度までの政令第３８条第１項第７号の基準所得金額は、同条

第７項の規定に基づく規則第１４３条の２の規定にかかわらず１２０万円とする。 

４ 令和６年度から令和８年度までの政令第３８条第１項第８号の基準所得金額は、同条

第８項の規定に基づく規則第１４３条の３の規定にかかわらず２１０万円とする。 

５ 令和６年度から令和８年度までの政令第３８条第１項第９号の基準所得金額は、同条

第９項第１号の規定にかかわらず３２０万円とする。 

６ 令和６年度から令和８年度までの政令第３８条第１項第１０号の基準所得金額は、同

条第９項第２号の規定にかかわらず４２０万円とする。 

７ 令和６年度から令和８年度までの政令第３８条第１項第１１号の基準所得金額は、同

条第９項第３号の規定にかかわらず７２０万円とする。 

８ 令和６年度から令和８年度までの政令第３８条第１項第１２号の基準所得金額は、同

条第９項第４号の規定にかかわらず１，０００万円とする。 

第８条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「若し

くは第５号ロ又はこの条例第６条第１項第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第



１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イ」を「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８

号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」に、「政令第３９条第１項第

１号から第５号まで又はこの条例第６条第１項第６号」を「同項第１号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の長浜市介護保険条例第６条の規定は、令和６年度分の保険料

から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



長浜市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 

長浜市農業集落排水処理施設条例（平成18年長浜市条例第135号）の一部を次のように

改正する。 

別表難波地区農業集落排水処理施設の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



長浜市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市消防団の設置等に関する条例（平成18年長浜市条例第173号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項の表長浜市消防団の項中「１，７４８人」を「８５４人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



長浜市非常勤消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市非常勤消防団員の任免、給与、服務等に関する条例（平成18年長浜市条例第174

号）の一部を次のように改正する。 

本則（第１条及び第２条を除く。）中「団員」を「消防団員」に改める。 

第１条中「「団員」」を「「消防団員」」に改める。 

第２条第１項中「団員」を「消防団員（機能別団員を除く。）」に改め、同条に次の１

項を加える。 

２ 機能別団員は、前項第１号及び第２号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て

消防団長が任命する。 

第５条第２項第１号中「前条各号（第２号を除く。）のいずれか」を「前条第１号」に

改め、同項第２号中「第２条第１号」を「第２条第１項第１号」に改め、同号に次のただ

し書を加える。 

ただし、第１３条第１項の規定により休職を承認されている消防団員は、この限

りでない。 

第８条中「１０日」を「３０日」に、「場合」を「者」に改める。 

第１１条に次の１項を加える。 

２ 消防団員が災害活動、警戒又は訓練等の職務に従事したときは、別表第２により出動

報酬を支給する。 

第１２条第１項を削り、同条第２項中「前項に規定する場合を除き、」を削り、同項を

同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とする。 

第１３条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

（休職） 

第１３条 任命権者は、やむを得ない事由により休職を必要とする消防団員から休職の申

請を受けた場合は、当該消防団員の２年以内の休職を承認することができる。ただし、

当該分団で休職している消防団員が同時に２人を超えないときに限る。 

２ 前項の規定による休職の承認は、当該休職をしている消防団員が戒告若しくは停職の

処分を受け、又は当該休職の事由がなくなったと任命権者が認めたときは、その効力を

失う。 

３ 休職の期間中は、当該休職をしている消防団員に対し、第１１条第１項に規定する報

酬及び同条第２項に規定する出動報酬を支給しない。 

４ 休職の期間は、在団歴（消防団に在職していた期間をいう。）並びに長浜市消防団

員等公務災害補償条例（平成18年長浜市条例第175号）第５条及び長浜市非常勤消防

団員退職報償金の支給に関する条例（平成18年長浜市条例第177号）第４条に規定する

勤務年数に計上しないものとする。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第１１条関係） 

報酬額表 

階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 



区分 

報酬 

（年額） 
88,000円 69,000円 58,000円 45,500円 39,500円 38,000円 

36,500

円。ただ

し、機能

別団員は

15,000円

とする。 

別表第２（第１１条関係） 

出動報酬額表 

職務 
出動報酬（１回） 

活動内容 
区分 金額 

災害活動 

１ 8,000円 各種災害活動（４時間以上） 

２ 4,000円 各種災害活動（４時間未満） 

３ 2,000円 消防団長指示による屯所待機 

警戒 １ 3,000円 警戒活動（夜間警戒活動を含む。） 

訓練等 
１ 3,000円 管外又は長時間の総合訓練等 

２ 1,300円 その他の訓練等 

備考 災害活動及び訓練等の区分は、消防団長が認定する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（長浜市非常勤消防団員退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

２ 長浜市非常勤消防団員退職報償金の支給に関する条例（平成18年長浜市条例第177号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「非常勤の者」の次に「（機能別団員を除く。以下「非常勤消防団員」とい

う。）」を加える。 

第２条及び第４条の２中「消防団員」を「非常勤消防団員」に改める。 



長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

長浜市消防団員等公務災害補償条例（平成18年長浜市条例第175号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

別表団長及び副団長の項から部長、班長及び団員の項までを次のように改める。 

団長及び副団長 12,500円 13,350円 14,200円 

分団長及び副分団長 10,800円 11,650円 12,500円 

部長、班長及び団員 9,100円 9,950円 10,800円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に

支給すべき事由の生じた長浜市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損

害補償（以下この項において「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の

生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号

アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下この項にお

いて「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた

損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期

間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

 



長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 長浜市病院事業の設置等に関する条例（平成18年長浜市条例第209号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第２項の表長浜市病院事業改革プラン評価委員会の項を次のように改める。 

長浜市病院事業経営強化

プラン評価委員会 

長浜市病院事業経営強化プランの

評価及び点検に関し必要な事項を

調査審議すること。 

８人以内 

第２条 長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１０条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和６年４月１日から施行す

る。 

 



長浜市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

第１条 長浜市附属機関設置条例（平成25年長浜市条例第27号）の一部を次のように改正

する。 

別表市長の部長浜市国民宿舎豊公荘運営審議会の項を削る。 

第２条 長浜市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

別表市長の部長浜市地域公共交通会議の項所掌事務の欄を次のように改める。 

道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第４条第２項に規定する一般旅客

自動車運送事業及び自家用有償旅客運送並びに道路運送法（昭和26年法律第183

号）第９条第４項に規定する運賃等に関し必要な事項を調査審議すること。 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は規則で定める日から

施行する。 

 



長浜市番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 長浜市番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例（平成27年長浜市条例第30

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「長浜市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱」を「長浜市重度障害老人

等福祉助成費助成要綱」に改める。 

第２条 長浜市番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

本則中「長浜市長」を「市長」に改める。 

第２条を次のように改める。 

  （定義） 

 第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

第３条第１項前段中「長浜」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「いる者」の

次に「又は準法定事務処理者」を、「、同表の右欄に掲げる事務」の次に「（準法定事

務を含む。）」を加え、同条第２項を次のように改める。 

２ 市の執行機関は、当該執行機関が保有する利用特定個人情報を、特定個人番号利用

事務を処理するために必要な限度で利用することができる。 

第３条第３項の表以外の部分中「長浜」、「特定個人情報ファイルに記載又は記録さ

れた」、「効率的に検索し、及び管理するために」及び「個人番号を」を削り、同項の

表中 

 「 

障害者関係情報（法別表第２に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。） 

障害者関係情報 

生活保護関係情報（法別表第２に規定する生活保護関係情報をいう。以下同

じ。） 

地方税関係情報（法別表第２に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。） 

医療保険給付関係情報（法別表第２に規定する医療保険給付関係情報をいう。

以下同じ。） 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する

情報（法別表第２に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付

け又は給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。） 

特別児童扶養手当関係情報（法別表第２に規定する特別児童扶養手当関係情報

をいう。以下同じ。） 

医療保険給付関係情報 

障害者自立支援給付関係情報（法別表第２に規定する障害者自立支援給付関係

情報をいう。以下同じ。） 

生活保護関係情報 

地方税関係情報 

医療保険給付関係情報 



医療保険給付関係情報 

障害者関係情報 

生活保護関係情報 

地方税関係情報 

医療保険給付関係情報 

医療保険給付関係情報 

障害者自立支援給付関係情報 

障害者関係情報 

生活保護関係情報 

医療保険給付関係情報 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する

情報 

特別児童扶養手当関係情報 

障害者関係情報 

生活保護関係情報 

地方税関係情報 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する

情報 

医療保険給付関係情報 

」 

 を 

 「 

障害者関係情報であって規則で定めるもの（以下単に「障害者関係情報」とい

う。） 

障害者関係情報 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの（以下単に「生活保護関係情報」

という。） 

地方税関係情報であって規則で定めるもの（以下単に「地方税関係情報」とい

う。） 

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの（以下単に「医療保険給付関

係情報」という。） 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する

情報であって規則で定めるもの（以下単に「母子及び父子並びに寡婦福祉法に

よる資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報」という。） 

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの（以下単に「特別児童扶

養手当関係情報」という。） 

医療保険給付関係情報 

障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの（以下単に「障害者自

立支援給付関係情報」という。） 



生活保護関係情報 

地方税関係情報 

医療保険給付関係情報 

医療保険給付関係情報 

障害者関係情報 

生活保護関係情報 

地方税関係情報 

医療保険給付関係情報 

医療保険給付関係情報 

障害者自立支援給付関係情報 

障害者関係情報 

生活保護関係情報 

医療保険給付関係情報 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する

情報 

特別児童扶養手当関係情報 

障害者関係情報 

生活保護関係情報 

地方税関係情報 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する

情報 

医療保険給付関係情報 

」 

に改める。 

第４条第１項中「又は」を「若しくは」に改め、「いる者」の次に「又は準法定事務

処理者」を、「利用」の次に「に関する事務の全部若しくは一部」を、「、同表の第２

欄に掲げる事務」の次に「（準法定事務を含む。）」を加え、「掲げる者」を「掲げる

機関」に改める。 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律（令和５年法律第48号）の施行の日から施行する。ただし、第１

条の規定は、令和６年４月１日から施行する。 



長浜市市民まちづくりセンター条例の一部を改正する条例 

 

長浜市市民まちづくりセンター条例（平成28年長浜市条例第34号）の一部を次のように

改正する。 

別表第３神田まちづくりセンターの項を次のように改める。 

神田まちづくりセンター 多目的ホール ７１０円 

会議室１ １００円 

会議室２ ２００円 

和室 １００円 

調理実習室 ３００円 

多目的ルーム １００円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の長浜市市民まちづくりセンター条例の規定による神田まちづ

くりセンターの利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行

うことができる。 

 



長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例（平成29年長浜市条例第35号）の一部を次

のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



長浜市福祉医療費助成条例及び長浜市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例 

 

長浜市福祉医療費助成条例及び長浜市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例

（令和５年長浜市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

第１条中長浜市福祉医療費助成条例（平成18年長浜市条例第105号）第３条の改正規定

の次に次のように加える。 

第３条の２中「前条第１号又は第２号」を「第２条第２号アに該当するもののうち、

次の各号のいずれか」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

で、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号。次号において「省令」

という。）別表第５号に定める障害の程度が３級に該当するもの（児童相談所又は

更生相談所において知的障害の程度が重度若しくは中度と判定された者又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けた者で、政令第６条第３項に定める１級若しくは２級に該当す

るものを除く。） 

(2) 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

で、省令別表第５号に定める障害の程度が４級に該当するもの（児童相談所又は更

生相談所において知的障害の程度が重度と判定された者又は精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けた者で、政令第６条第３項に定める１級に該当するものを除く。） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


